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憲
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學
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田
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本
書
は
日
本
及
外
境
の
法
制
史
に
關
す
る
著
者
の
論
文
集
の
第
一

巻
で
親
族
法
相
績
法
に
諾
す
る
研
究
十
五
種
参
考
論
山
雪
三
種
合
せ

て
十
八
種
の
論
文
が
牧
め
ら
れ
て
居
る
。
大
部
分
は
己
に
國
家
禽

會
難
誌
、
雌
蕊
協
會
雑
誌
、
法
畢
論
叢
等
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
其
中
妻
蘭
西
の
団
9
鑓
σ
窺
①
マ
」
日
本
の
総
領
代
位
相
三
法
沿

革
一
般
東
西
封
的
後
見
制
の
比
較
の
如
き
は
著
者
な
ら
で
は
S
思

は
る
・
も
の
で
あ
る
。
新
護
表
の
論
文
は
三
種
あ
る
が
、
今
其
内

容
を
紹
介
す
る
ミ
、
（
第
一
）
「
養
老
律
令
前
後
の
樫
嗣
法
」
に
於
て

は
我
上
古
被
柑
尊
人
は
其
糧
嗣
の
選
定
に
何
等
の
制
限
を
受
け
す

若
し
選
定
せ
す
し
て
死
亡
し
た
る
ミ
き
は
利
害
關
購
入
協
議
し
て

適
當
の
者
を
選
定
し
た
血
中
纏
相
師
資
の
制
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
支
那
法
を
禰
嘉
し
て
選
定
の
順
位
手
綾
等
を
明
答
す
る
に
至
っ

た
然
し
之
に
は
不
備
鋏
急
転
な
か
ら
す
加
之
律
令
の
制
度
が
慶
頽
、

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
紹
　
　
介

し
て
來
た
の
で
王
朝
の
後
孚
に
は
種
々
の
慣
鷲
が
生
じ
結
局
律
令

以
前
の
我
固
有
法
が
大
分
復
活
せ
ら
れ
之
が
中
世
を
通
じ
て
行
は

れ
た
事
を
論
じ
本
篇
を
以
て
實
は
中
世
家
督
相
綾
法
研
究
の
序
論

ミ
稽
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ど
云
っ
て
居
る
。
之
は
我
中
世
武
家
の

制
度
を
以
て
律
令
制
定
の
爲
に
表
颪
か
ら
潜
ん
で
居
た
上
古
民
族

制
度
精
紳
の
復
活
で
あ
る
ε
乾
く
文
化
史
家
の
見
方
に
照
癒
す
る

も
の
で
あ
る
。
（
第
二
）
コ
徳
川
時
代
の
家
督
相
績
法
」
で
は
公
家
及

び
一
般
庶
民
間
の
そ
れ
に
は
論
断
せ
す
し
て
武
家
の
家
督
相
綾
に

限
ら
れ
た
研
究
で
あ
る
。
先
づ
緒
言
に
於
て
此
時
代
の
家
督
粗
績

は
中
世
で
は
別
個
の
観
念
で
あ
っ
た
家
名
相
績
ミ
封
書
湘
…
績
ε
が

結
合
し
た
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
す
前
者
が
却
っ
て
後
者
の
…
從
属

的
槻
念
ε
な
っ
て
了
つ
た
こ
S
を
論
じ
、
以
下
家
督
相
野
人
慶
嫡

及
嫡
子
順
位
の
愛
更
家
督
相
績
の
開
始
、
分
知
配
賦
、
名
跡
相
績

の
各
項
に
分
っ
て
詳
説
さ
れ
て
を
る
。
（
第
三
）
「
徳
川
時
代
の
親
族

法
相
績
法
難
考
」
は
丈
夫
届
の
胴
度
親
類
蓮
類
縁
者
の
意
義
、
家
族

の
能
力
古
制
例
守
則
等
封
建
法
一
般
法
を
通
じ
て
新
研
究
十
五
項

あ
っ
て
何
れ
も
當
時
の
法
源
に
就
て
或
は
鎌
倉
補
題
の
漕
革
を
論

じ
或
は
現
行
法
ミ
比
較
し
精
密
な
る
認
否
が
施
さ
れ
て
居
る
，
法
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介

鰯
史
研
究
の
容
易
の
業
に
罪
ざ
る
は
喋
々
を
要
せ
ぬ
所
で
あ
っ
て

從
っ
て
新
研
究
の
獲
表
も
少
く
志
あ
る
人
の
遣
憾
一
こ
す
る
所
で
あ

っ
た
が
、
嚢
に
三
浦
搏
士
の
名
篇
「
法
捌
史
の
研
究
」
及
び
「
績
法

制
史
の
研
究
」
出
で
今
叉
此
建
艦
に
接
し
て
欣
快
に
堪
へ
な
い
。

吾
人
は
続
巻
の
早
く
出
つ
る
こ
ε
を
希
望
し
て
や
ま
ぬ
。
（
菊
判
七

三
八
頁
、
岩
波
書
店
畿
行
、
償
六
〇
〇
）
〔
後
藤
〕

働
明
治
維
新
史
謙
話

藤
井
照
太
郎
著

　
明
治
維
新
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
於
て
我
國
を
根
本
的
に
改
造

し
た
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
範
園
も
曝
者
で
且
つ
頗
る
波
欄
に
忌

み
、
纏
綿
複
雑
極
ま
り
な
き
も
の
で
あ
っ
た
。
而
も
其
歴
史
は

我
國
糞
中
の
最
も
意
味
深
く
最
も
光
彩
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
臼

本
属
族
純
潔
の
精
憩
は
其
中
に
嚢
黒
し
て
る
る
の
で
あ
る
。
本
書

は
講
者
が
此
の
複
難
に
し
て
而
も
光
彩
あ
る
當
時
の
歴
史
に
っ
き

種
々
の
新
史
料
に
よ
っ
て
よ
く
其
の
眞
籾
を
研
写
し
且
つ
深
く
諸

事
象
の
測
源
を
も
考
察
せ
る
の
み
な
ら
す
廣
く
大
局
に
も
著
卜
し

艶
然
新
し
出
d
見
方
に
よ
っ
て
之
を
講
翻
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

全
局
面
の
展
閉
を
明
快
に
叙
述
し
且
つ
其
中
に
早
い
弛
精
紳
を
よ
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く
把
握
し
て
あ
る
の
は
、
さ
す
が
に
維
新
史
の
礎
威
た
る
著
者
の

筆
こ
頷
か
れ
る
。
其
の
第
一
篇
は
靴
會
組
織
¶
こ
題
し
て
肚
會
膿
系

肚
會
結
合
の
二
章
に
分
ち
，
前
者
に
重
て
は
皇
室
皇
族
公
卿
大
名

武
家
百
姓
町
人
等
の
事
を
強
べ
、
後
者
に
於
て
は
新
く
の
如
き
社

會
の
大
小
中
心
及
其
の
周
園
が
全
艦
的
叉
は
部
分
的
に
如
何
な
る

風
に
蓮
絡
が
あ
っ
た
か
を
観
察
し
、
第
二
篇
は
幕
末
時
代
の
諸
思

想
S
題
し
て
勤
王
思
想
、
武
家
存
立
の
思
想
、
韻
國
擁
夷
思
想
、

開
警
部
の
大
勢
を
述
べ
第
三
篇
に
於
て
は
鮭
愈
の
鋏
陪
ミ
祉
會
憂

革
の
兆
ε
を
第
四
篇
に
於
て
は
祉
會
憂
革
の
動
囚
を
探
求
し
て
そ

れ
は
水
戸
藩
の
動
揺
及
び
南
方
琉
球
方
面
に
於
け
る
開
國
の
氣
蓮

ε
米
露
雨
國
使
筋
の
來
航
曳
こ
に
み
り
「
・
乙
、
第
五
編
は
諸
勢
力
の

分
離
ε
題
し
て
糊
機
の
確
立
、
公
卿
の
政
治
的
訓
錬
、
諸
藩
勢
力

の
伸
張
浪
人
の
蓮
動
を
亡
べ
．
第
六
篇
に
於
て
は
諸
肚
會
の
滲
政

ミ
安
政
の
大
獄
ミ
を
述
べ
、
第
七
篇
は
諸
勢
力
分
散
の
初
期
ミ
題

し
て
之
を
幕
政
方
針
の
叫
愛
，
浪
人
蓮
動
の
嚢
展
，
薩
長
二
藩
の

雄
飛
、
諸
藩
主
漸
々
勅
を
奉
じ
て
東
下
す
、
撰
夷
全
盛
、
幕
礎
日

々
に
嚢
ふ
の
諸
撚
に
分
ち
て
説
述
し
、
第
八
篇
は
政
礎
分
離
ミ
題
」

し
て
公
武
合
罷
派
の
蓮
動
、
征
長
役
、
兵
庫
先
期
軍
港
問
題
ミ
諸


